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一 

危
険
有
害
物
輸
送
の
事
故
再
発
防
止
と
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一
月
三
十
日
、
東
名
高
速
道
路
（
静
岡
県
富
士
市
）
で
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
横
転
す
る
事
故
が
発
生
、
積
載
し
て
い
た
可
燃 

性
有
害
物
質
が
路
上
に
流
出
し
通
行
止
め
と
な
り
、
事
故
処
理
に
長
時
間
を
要
し
て
い
る
。
昨
年
十
月
二
十
九
日
に
も
、
東
京 

都
心
の
首
都
高
速
道
路
で
過
酸
化
水
素
を
積
ん
だ
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
爆
発
す
る
事
故
が
発
生
し
、
タ
ン
ク
部
分
が
数
十
メ
ー 

ト
ル
も
上
空
に
吹
き
飛
び
、
二
十
三
名
の
負
傷
者
を
出
す
な
ど
、
半
径
百
数
十
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
、
大
き
な
被
害
を
も
た 

ら
し
た
。
こ
の
事
故
は
、
危
険
有
害
物
輸
送
の
恐
ろ
し
さ
を
浮
き
ぼ
り
に
し
た
。 

ま
た
、
九
十
七
年
八
月
、
東
名
高
速
道
路
（
静
岡
県
菊
名
町
）
で
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
横
転
し
た
事
故
で
は
、
積
載
し
て
い 

た
「
ス
テ
ア
リ
ン
酸
ク
ロ
ラ
イ
ド
」
が
道
路
上
に
流
出
、
水
と
反
応
し
て
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
、
日
本
の
大
動
脈
で
あ
る
東
名 

高
速
道
路
は
十
五
時
間
に
わ
た
り
通
行
止
め
と
な
っ
た
。 

政
府
は
、
こ
の
事
故
後
に
関
係
省
庁
対
策
会
議
を
開
催
す
る
な
ど
、
対
策
を
す
す
め
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
高
速
道
路
で
の 

危
険
有
害
物
輸
送
中
の
事
故
が
続
い
て
い
る
。
消
防
庁
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
九
十
年
は
二
十
七
件
、
九
十
七
年
は
三
十
六
件
、 

九
十
八
年
に
は
四
十
八
件
に
増
加
し
て
い
る
。 

わ
が
国
で
は
、
危
険
有
害
物
を
積
ん
だ
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
頻
繁
に
通
行
し
、
日
本
ハ
イ
ウ
ェ
イ
セ
ー
フ
テ
ィ
研
究
所
が
東 



 

二 

名
高
速
道
路
で
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
分
間
に
一
台
の
頻
度
で
走
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
大
企
業
の
毎
日
必 

要
量
だ
け
工
場
に
運
ぶ
ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
の
原
材
料
調
達
方
式
が
あ
る
。
ま
さ
に
、
道
路
上
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
「
走 

る
貯
蔵
庫
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。 

危
険
有
害
物
を
積
載
し
た
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
ひ
と
た
び
事
故
を
起
こ
せ
ば
重
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
危
険 

有
害
物
輸
送
に
お
け
る
事
故
の
再
発
防
止
・
安
全
対
策
の
強
化
を
は
か
る
こ
と
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

危
険
有
害
物
輸
送
の
規
制
強
化
と
総
合
的
な
事
故
防
止
対
策
の
体
制
確
立
に
つ
い
て 

わ
が
国
に
お
い
て
、
危
険
有
害
物
輸
送
を
規
制
す
る
法
律
は
、
火
薬
類
取
締
法
、
消
防
法
、
毒
劇
物
取
締
法
、
高
圧
ガ
ス 

保
安
法
、
道
路
運
送
車
両
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
同
じ
物
質
で
も
濃
度
等
に
よ
り
規
制
を
受
け
る
法
律
や
規
制
の
内
容
、
監
督
官
庁
が
異
な
る
な
ど
複
雑
な
仕
組
み 

に
な
っ
て
い
る
。 

過
酸
化
水
素
の
場
合
、
濃
度
三
十
六
％
以
上
で
あ
れ
ば
消
防
法
上
の
「
危
険
物
」
に
な
る
が
、
濃
度
三
十
六
％
未
満
は
そ 

の
対
象
外
と
な
る
。
昨
年
、
首
都
高
速
道
路
で
爆
発
し
た
過
酸
化
水
素
は
濃
度
三
十
一
％
で
あ
っ
た
た
め
、
「
危
険
物
」
で 



 

三 

は
な
く
、
毒
劇
物
取
締
法
の
「
劇
物
」
と
し
て
輸
送
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
過
酸
化
水
素
の
流
通
は
濃
度
三
十
一
％
か
ら
三 

十
五
％
の
も
の
が
大
半
を
し
め
、
「
危
険
物
」
の
規
制
を
受
け
な
い
ま
ま
道
路
輸
送
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

1 

従
っ
て
、
危
険
有
害
物
の
道
路
輸
送
に
お
け
る
法
的
規
制
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

2 

政
府
は
、
関
係
省
庁
に
よ
る
「
危
険
物
運
搬
車
両
の
事
故
防
止
等
対
策
会
議
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
危
険
有
害
物
の
輸

送
に
お
け
る
安
全
全
体
に
つ
い
て
責
任
を
も
つ
官
庁
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。 

政
府
は
、
危
険
有
害
物
に
対
し
て
総
合
的
に
責
任
を
も
つ
官
庁
を
明
確
に
し
、
安
全
輸
送
、
事
故
処
理
・
二
次
災
害
防 

止
、
事
故
防
止
対
策
な
ど
、
一
体
的
に
す
す
め
る
体
制
を
確
立
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

3 

先
に
指
摘
し
た
東
名
高
速
道
路
の
事
故
で
は
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
上
部
の
マ
ン
ホ
ー
ル
が
横
転
時
に
破
損
し
化
学
物
質

が
流
出
し
た
。
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
横
転
時
の
積
載
物
流
出
を
防
ぐ
た
め
に
、
消
防
庁
（
法
令
）
及
び
厚
生
省
（
通
知
）
に 

よ
っ
て
防
護
枠
の
取
り
付
け
や
マ
ン
ホ
ー
ル
の
強
度
、
タ
ン
ク
の
厚
さ
等
に
つ
い
て
基
準
を
定
め
て
い
る
が
、
高
速
運
転 

中
の
横
転
を
想
定
し
た
強
度
に
な
っ
て
い
な
い
と
関
係
者
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

危
険
有
害
物
を
積
載
し
た
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
高
速
運
転
中
に
横
転
し
た
場
合
で
も
、
タ
ン
ク
な
ど
が
破
損
し
、
積
載 

物
質
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
、
マ
ン
ホ
ー
ル
や
タ
ン
ク
、
防
護
枠
な
ど
、
構
造
上
の
基
準
の
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
で
は 



 

四 

な
い
か
。 

4 
首
都
高
速
道
路
で
発
生
し
た
過
酸
化
水
素
の
爆
発
事
故
の
原
因
に
つ
い
て
、
「
タ
ン
ク
洗
浄
が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
に 

過
酸
化
水
素
が
異
物
と
混
ざ
っ
て
化
学
反
応
が
す
す
み
爆
発
し
た
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
道
路
輸
送
の
安
全
を
確
保
す 

る
た
め
に
、
過
酸
化
水
素
な
ど
、
異
物
が
混
じ
っ
た
場
合
、
爆
発
・
火
災
を
起
こ
す
危
険
の
あ
る
化
学
物
質
の
輸
送
に
あ 

た
っ
て
は
、
専
用
タ
ン
ク
の
使
用
を
原
則
と
し
、
併
用
す
る
場
合
の
法
的
な
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

二 

事
故
処
理
、
被
害
拡
大
防
止
対
策
な
ど
に
一
体
的
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て 

「
ス
テ
ア
リ
ン
酸
ク
ロ
ラ
イ
ド
」
を
流
出
し
た
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
事
故
の
際
、
積
載
し
て
い
た
化
学
物
質
の
名
称
・
性
質 

の
特
定
に
時
間
が
か
か
り
、
適
切
な
対
処
が
遅
れ
た
。
政
府
は
、
そ
の
教
訓
か
ら
、
輸
送
中
の
事
故
発
生
時
に
、
運
転
者
等 

が
応
急
措
置
な
ど
、
正
確
な
対
応
を
と
る
た
め
の
緊
急
連
絡
先
等
を
記
載
し
た
「
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
」
の
普
及
・
改
善
を
は 

か
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。 

1 

政
府
が
事
故
発
生
時
の
処
理
対
策
の
柱
と
し
て
、
業
界
が
す
す
め
て
い
る
「
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
」
の
携
行
を
位
置
づ
け

て
い
る
以
上
、
当
然
そ
の
携
行
状
況
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。 

政
府
は
、
危
険
有
害
物
の
道
路
輸
送
に
お
け
る
「
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
」
の
携
行
状
況
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て 



 

五 

い
る
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 
「
危
険
物
輸
送
に
関
す
る
国
連
勧
告
」
で
は
「
危
険
物
」
を
九
ク
ラ
ス
に
分
類
、
四
桁
の
数
字
で
表
示
し
、
危
険
性
を

図
案
や
数
字
で
示
し
て
い
る
。
諸
外
国
で
は
そ
の
国
連
番
号
や
図
案
を
車
両
に
見
や
す
く
表
示
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て 

い
る
。 

化
学
物
質
の
名
称
は
複
雑
で
同
じ
物
質
に
い
く
つ
も
の
名
称
が
存
在
す
る
な
ど
、
事
故
発
生
時
に
物
質
の
特
定
が
で
き 

ず
、
事
故
処
理
・
二
次
災
害
防
止
対
策
な
ど
遅
れ
る
危
険
が
あ
る
。
諸
外
国
の
よ
う
に
国
連
勧
告
に
従
う
こ
と
に
よ
っ 

 

て
、
単
純
な
四
桁
の
番
号
表
示
と
な
り
、
よ
り
迅
速
な
対
応
が
可
能
と
な
る
。
す
で
に
、
航
空
輸
送
や
海
上
輸
送
で
は
国 

連
勧
告
に
基
づ
い
た
番
号
や
図
案
に
日
本
語
を
加
え
た
標
識
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
国
内
の
陸
上
輸
送
に
移
る
時
に
は
、 

そ
の
表
示
を 

が
し
て
、
現
行
法
令
に
基
づ
く
「
危
」
「
毒
」
な
ど
の
標
識
に
か
え
て
い
る
。 

危
険
有
害
物
輸
送
の
事
故
発
生
時
に
積
載
さ
れ
て
い
る
物
質
を
た
だ
ち
に
特
定
し
、
迅
速
な
対
策
を
と
る
う
え
で
も
、 

現
在
航
空
・
海
上
輸
送
で
使
用
さ
れ
て
い
る
国
連
番
号
、
図
案
を
陸
上
輸
送
の
危
険
有
害
物
積
載
車
両
に
表
示
さ
せ
る
こ 

と
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

も
し
、
検
討
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
危
険
有
害
物
の
陸
上
輸
送
に
お
い
て
、
国
連
勧
告
に
基
づ
く
番
号
や
図 



三 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
横
転
事
故
の
原
因
解
明
に
つ
い
て 

消
防
庁
の
「
平
成
十
年
の
主
な
事
故
事
例
」
に
よ
れ
ば
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
横
転
事
故
が
八
件
発
生
し
、
積
載
物
が
流 

出
す
る
な
ど
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 

3 

危
険
有
害
物
の
道
路
輸
送
に
お
け
る
事
故
は
、
深
夜
・
早
朝
に
多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
故
処
理
・
二
次
災

害
防
止
を
迅
速
に
行
う
た
め
に
は
二
十
四
時
間
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
、
消
防
庁
、
高
速 

道
路
管
理
者
、
厚
生
省
が
事
故
発
生
時
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
そ
れ
ぞ
れ
す
す
め
て
い
る
。
行
政 

に
よ
る
タ
テ
割
の
対
応
で
は
な
く
、
事
故
発
生
時
に
一
元
的
に
対
処
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

政
府
と
メ
ー
カ
ー
・
荷
主
の
責
任
に
よ
っ
て
、
二
十
四
時
間
体
制
で
事
故
発
生
時
の
迅
速
な
処
理
方
法
、
中
和
剤
の
入 

手
、
二
次
災
害
防
止
な
ど
の
情
報
提
供
を
適
確
に
行
い
、
事
故
処
理
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
べ
き
で
は
な 

い
か
。 

案
の
表
示
を
な
ぜ
使
用
し
な
い
の
か
具
体
的
な
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
運
輸
省
、
建
設
省
、
消
防
庁
は
、
欧
州
に
お
け
る
「
危
険
物
道
路
輸
送
に
関
す
る
欧
州
各
国
合
意
書
」
（
略
称

「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
）
に
よ
る
危
険
有
害
物
の
陸
上
輸
送
に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
の
か
。 

六 

 



 

七 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
横
転
は
、
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
な
ど
無
理
な
運
行
だ
け
で
な
く
、
制
限
速
度
で
運
行
し
て
い
て 

 
も
、
S
字
カ
ー
ブ
を
曲
が
り
き
れ
ず
に
横
転
す
る
「
低
速
横
転
」
が
発
生
し
て
い
る
。
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
横
転
の
原
因
に
つ

い
て
は
未
解
明
で
あ
り
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
国
の
責
任
で
徹
底
し
た
実
験
・
調
査
を
行
い
、
「
低
速
横
転
」
な
ど
、
タ
ン 

ク
ロ
ー
リ
ー
の
横
転
事
故
の
原
因
を
解
明
し
、
車
両
の
構
造
上
の
改
善
を
は
じ
め
、
横
転
事
故
防
止
策
を
強
化
す
べ
き
で
は 

な
い
か
。 

四 

安
全
輸
送
の
た
め
の
下
請
運
送
事
業
者
の
適
正
運
賃
の
確
保
と
労
働
条
件
改
善
に
つ
い
て 

石
油
元
売
り
各
社
は
、
物
流
費
削
減
を
は
か
る
た
め
、
油
槽
所
の
廃
止
・
共
同
利
用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
配
車
の
一
元 

化
と
全
国
・
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
配
車
セ
ン
タ
ー
を
設
け
て
い
る
。
さ
ら
に
車
搭
載
端
末
機
の
導
入
に
よ
る
配
送
及
び
車
両
の
管 

理
、
輸
送
元
請
け
業
者
の
油
槽
所
単
位
で
の
一
社
体
制
へ
の
移
行
な
ど
下
請
支
配
の
強
化
を
す
す
め
て
い
る
。 

石
油
元
売
り
各
社
は
、
運
送
契
約
に
入
札
制
度
を
導
入
し
、
一
定
規
模
以
上
の
台
数
と
輸
送
量
な
ど
の
選
定
基
準
を
満
た 

す
会
社
で
な
け
れ
ば
入
札
さ
せ
な
い
と
か
、
そ
れ
以
下
の
中
小
運
送
業
者
は
企
業
連
合
で
入
札
せ
よ
と
か
、
迫
っ
て
い
る
。 

石
油
元
売
り
各
社
は
、
希
望
す
る
運
賃
・
料
金
に
な
ら
な
い
場
合
、
入
札
の
や
り
直
し
を
さ
せ
る
と
い
う
異
常
な
や
り
方 

で
、
従
来
の
運
賃
・
料
金
か
ら
二
十
％
も
切
り
下
げ
て
い
る
。 



 

八 

入
札
で
落
札
で
き
な
か
っ
た
下
請
会
社
は
一
方
的
に
運
送
契
約
を
解
約
さ
れ
、
経
営
難
が
深
刻
と
な
り
、
減
車
、
労
働
者 

に
対
す
る
希
望
退
職
の
募
集
や
指
名
解
雇
の
通
告
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
を
招
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
石
油
元
売
り
各 

社
に
よ
る
一
方
的
な
運
賃
ダ
ン
ピ
ン
グ
は
、
「
危
険
物
」
の
安
全
輸
送
の
確
保
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。 

1 

そ
こ
で
質
問
す
る
が
、
石
油
元
売
り
各
社
は
、
配
車
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
本
州
と
四
国
・
九
州
を
あ
わ
せ
た
全
国
配

車
や
広
域
な
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
配
車
を
行
っ
て
い
る
。
各
社
の
配
車
セ
ン
タ
ー
か
ら
運
送
事
業
者
に
配
車
表
が
送
付
さ 

 

れ
、
事
業
者
の
掲
示
板
な
ど
に
張
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
配
車
表
を
運
転
者
が
直
接
見
て
運
行
し
て
い
る
の
が
実
態
で
あ 

 

る
。 貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
で
は
運
行
管
理
者
が
運
転
者
の
安
全
運
転
、
労
働
時
間
な
ど
を
指
導
・
監
督
し
、
健
康
状
態 

な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
石
油
元
売
り
各
社
・
荷
主
側
は
、
各
運
送
事
業
者
に
配
車
表
を
送
付
し
、
一
方
的
に
運
行
を
管
理
し
て
い 

る
。
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
安
全
規
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。 

政
府
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
運
行
管
理
者
を
通
し
て
配
車
及
び
管
理
を
行
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
う 

し
た
実
態
を
調
査
し
、
改
善
の
措
置
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 



 

九 

2 

ト
ラ
ッ
ク
事
業
の
運
賃
・
料
金
に
つ
い
て
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
に
対
す
る
届
出
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
届
け
出
た
運
賃
・
料
金
を
適
用
し
な
い
場
合
に
は
罰
則
規
定
が
あ
る
。
違
反
行
為
が
荷
主
等
の 

指
示
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
同
法
第
六
十
四
条
に
よ
り
運
輸
大
臣
か
ら
当
該
荷
主
に
対
し
て
再
発
防
止
の
た 

め
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

政
府
は
、
石
油
元
売
り
各
社
に
よ
る
運
賃
・
料
金
の
入
札
な
ど
の
実
態
を
調
査
し
、
不
当
な
運
賃
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
や
め 

さ
せ
、
届
出
運
賃
に
基
づ
く
適
正
な
運
賃
を
支
払
う
よ
う
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
届
出
運
賃
を
無
視
し
た
運
賃
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
た
め
の
入
札
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
に
規
定 

さ
れ
て
い
る
運
賃
の
届
出
制
度
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。 

さ
ら
に
、
石
油
元
売
り
各
社
の
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
荷
主
の
優
位
的
地
位
に
よ
っ
て
公
正
な
取
り
引
き
を
ゆ
が
め
る 

も
の
で
は
な
い
か
。 

3 

（
社
）
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
石
油
類
輸
送
運
転
者
の
年
間
総
労
働
時
間
は
二
千
七

百
六
十
時
間
（
九
十
八
年
度
）
に
の
ぼ
り
、
政
府
の
国
際
公
約
で
あ
る
千
八
百
時
間
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
事
故
と 

運
転
者
の
長
時
間
過
密
労
働
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
危
険
物
」
の
安
全
輸
送
の
う
え
で
重
大
な
問
題
で
あ 



 

一
〇 

る
。 危

険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
三
十
条
の
二
の
二
項
で
「
危
険
物
の
移
送
を
す
る
者
は
、
長
距
離
に
わ
た
る
移
送
を 

す
る
と
き
は
、
二
人
以
上
の
運
転
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
。
」
を
規
定
し
な
が
ら
、
た
だ
し
書
き
に
よ
っ
て
、
危
険
物
の 

規
制
に
関
す
る
規
則
第
四
十
七
条
の
二
の
二
項
で
「
危
険
物
」
の
大
半
で
あ
る
石
油
類
の
輸
送
に
つ
い
て
除
外
し
て
い 

 

る
。 危

険
物
輸
送
の
安
全
運
行
を
確
保
す
る
う
え
で
も
、
政
令
の
「
交
代
す
る
た
め
の
運
転
要
員
の
確
保
」
の
規
定
を
石
油 

類
の
輸
送
に
も
適
用
す
る
よ
う
に
改
善
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
石
油
元
売
り
各
社
に
対
し
て
、
危
険
物
輸
送
運
転
者
の
労
働
時
間
短
縮
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
て 

い
る
の
か
。 

4 

ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
九
十
八
年
の
一
年
間
に
労
働
省
が
監
督
を
実
施
し
た
四
千
五
百
十
三
の
ト

ラ
ッ
ク
事
業
場
の
う
ち
六
十
三
・
三
％
の
事
業
場
が
労
働
基
準
法
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
に
違
反
し
、
「
自
動
車
運
転
者 

の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
」
（
八
十
八
年
二
月
九
日
労
働
省
告
示
第
七
号
、
以
下
「
改
善
基
準
告
示
」
）
に 

 

つ
い
て
重
点
的
に
監
督
を
行
っ
た
二
千
五
十
一
事
業
場
の
う
ち
、
五
十
三
・
八
％
が
違
反
し
て
い
る
。 



 

一
一 

「
改
善
基
準
告
示
」
の
目
的
に
は
、
「
こ
の
基
準
を
理
由
と
し
て
、
自
動
車
運
転
者
の
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
て
は
な 

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
石
油
元
売
り
各
社
の
物
流
コ
ス
ト
削
減
に
よ
る
下
請
運
送
事
業
者
の
経
営
悪
化
、 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
運
転
者
の
長
時
間
過
密
運
転
が
常
態
化
し
て
い
る
も
と
で
は
危
険
物
輸
送
の
重
大
事
故
が
あ
と
を
絶
た 

な
い
。 

政
府
は
、
安
全
輸
送
に
不
可
欠
な
運
行
時
間
と
労
働
条
件
の
確
保
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
織
り
込
ん
だ
運
賃
契
約
基
準
を 

設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
危
険
物
輸
送
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
改
善
を
ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
い
く
の
か
明
ら
か
に
さ 

れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 
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